
わ
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利
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わ
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
方
向

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

わ
が
国
の
企
業
が
実
施
す
る
福
利
厚
生
は
、
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
の
中
核
的
労
働
条
件
で
は
な
く
、
労
働
条
件
と
し
て
は
あ
く
ま
で

副
次
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。
労
働
費
用
総
額
の
中
に
占
め
る
比
率
も
一
割
強
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ

が
国
の
福
利
厚
生
が
カ
バ
ー
す
る
領
域
は
実
に
広
範
囲
で
あ
り
、
後
掲
す
る
図
表
5
や
図
表
6
に
み
る
よ
う
に
、
衣
・
食
・
住
か
ら
慶
弔
、

健
康
管
理
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
融
資
な
ど
、
制
度
・
施
策
は
多
様
で
あ
る
。
経
営
側
も
従
業
員
側
も
、
そ
の
制
度
・
施
策
や
運
用
に

対
し
て
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
（
制
度
）
の
現
状
を
把
握
し
、
課
題
を
抽
出
し
、

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
提
案
を
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、「
福
利
厚
生
」
で
は
な
く
「
企
業
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
福
利
厚
生
は
、
個
別
企
業
単
位
で
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み
た
従
業
員
の
生
活
の
安
定
、
心
身
の
健
康
の
維
持
・
増
進
な
ど
を
図
る
制
度
や
施
策
を
指
し
、
一
方
、
企
業
福
祉
は
社
会
福
祉
と
の
係

わ
り
の
中
で
、
労
働
者
の
自
助
努
力
（
自
主
福
祉
）
に
対
す
る
支
援
も
含
め
、
生
涯
総
合
福
祉
を
視
野
に
入
れ
た
企
業
に
よ
る
福
祉
活
動

の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
1
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
福
祉
と
称
し
て
も
具
体
的
な
制
度
・
施
策
は
い
わ
ゆ
る
福
利
厚
生
と
同
じ

で
あ
り
、
論
者
に
よ
っ
て
は
両
者
を
ほ
ぼ
同
じ
概
念
で
用
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
企
業
福
祉
の
概
念
を
も
包
含
し
た
用
語
と
し

て
福
利
厚
生
の
方
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
広
義
の
福
利
厚
生
の
中
に
退
職
金
（
制
度
）
を
含
め
る
考
え
方
も
あ
る
が
（
2
）

、
筆
者
は
退
職
金
は
中
核
的
労
働
条
件
で
あ
る
賃
金

の
一
類
型
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
退
職
金
・
企
業
年
金
は
福
利
厚
生
と
し
て
は
扱
わ
な
い
。

本
稿
の
大
ま
か
な
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
理
論
的
な
位
置

づ
け
に
つ
い
て
、
定
義
や
目
的
、
機
能
か
ら
検
討
す
る
。
次
い
で
、
福
利
厚
生
の
具
体
的
な
制
度
・
施
策
と
そ
の
実
施
状
況
を
概
観
し
、

筆
者
な
り
の
視
点
で
分
類
す
る
。
併
せ
て
、
統
計
資
料
に
よ
り
福
利
厚
生
費
の
実
態
と
推
移
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
福
利
厚

生
の
特
徴
と
問
題
点
を
指
摘
し
、
環
境
変
化
の
下
で
の
福
利
厚
生
の
課
題
と
変
化
の
動
向
を
把
握
す
る
。
最
後
は
む
す
び
に
か
え
て
、
福

利
厚
生
に
対
す
る
今
後
の
あ
り
方
、
方
向
性
に
関
し
て
筆
者
な
り
の
考
え
方
と
提
案
を
行
う
。

二　

わ
が
国
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
位
置
づ
け

1　

日
本
的
雇
用
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
と
福
利
厚
生

⑴　

福
利
厚
生
の
定
義

福
利
厚
生
に
関
す
る
比
較
的
詳
し
い
定
義
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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「
企
業
が
、
従
業
員
お
よ
び
家
族
を
対
象
に
、
経
済
的
・
社
会
的
状
態
の
改
善
を
図
る
こ
と
で
、
労
働
力
の
確
保
・
維
持
、
労
働
能

率
の
向
上
、
そ
し
て
労
使
関
係
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
任
意
的
・
自
発
的
も
し
く
は
労
働
協
約
や
法
的
規
制
に
よ
っ
て
費
用

を
負
担
し
て
実
施
す
る
、
金
銭
・
現
物
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
含
む
諸
活
動
（
3
）

」。

ま
た
、
福
利
厚
生
（
制
度
）
の
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
藤
田
至
孝
は
、
福
利
厚
生
（
企
業
福
祉
）
に
つ
い
て
、

「
企
業
福
祉
と
は
、
①
企
業
が
主
体
と
な
り
、
従
業
員
の
参
加
の
下
に
（
主
体
）　

②
生
産
性
向
上
と
従
業
員
福
祉
の
両
立
的
達
成
の

効
果
を
期
待
し
て
（
効
果
・
目
的
）　

③
福
祉
に
お
け
る
社
会
的
役
割
分
担
の
立
場
か
ら
（
機
能
）　

④
従
業
員
お
よ
び
そ
の
家
族
を
対
象

（
対
象
）
と
す
る　

⑤
福
祉
施
策
の
総
称
（
範
囲
）
で
あ
る
。」

と
分
析
的
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
（
4
）

。
文
言
の
中
の
企
業
福
祉
を
福
利
厚
生
と
置
き
換
え
れ
ば
、
体
系
的
で
か
つ
シ
ン
プ
ル
な
福
利
厚
生
の

定
義
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
筆
者
は
、

「
福
利
厚
生
と
は
、
企
業
が
主
体
と
な
り
、
従
業
員
お
よ
び
そ
の
家
族
の
経
済
的
生
活
の
安
定
、
心
身
の
健
康
の
維
持
・
増
進
な
ど

の
た
め
に
、
中
核
的
労
働
条
件
で
あ
る
賃
金
・
労
働
時
間
以
外
の
金
銭
、
現
物
、
サ
ー
ビ
ス
を
給
付
す
る
施
策
の
総
称
を
い
う
。」

と
簡
潔
に
定
義
づ
け
る
（
5
）

。
そ
し
て
、
藤
田
の
定
義
に
あ
る
主
体
、
効
果
・
目
的
、
機
能
、
範
囲
な
ど
に
関
し
て
は
、
以
下
の
本
論
の
中
で

適
宜
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
給
付
対
象
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
お
よ
び
制
度
・
施
策
に
よ
っ
て
そ
の
家
族
を
含
め
る
こ
と

が
、
各
論
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

図
表
1
は
、
筆
者
の
定
義
の
基
礎
と
な
っ
た
、
日
本
的
雇
用
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
概
念
図
で

あ
る
。
賃
金
（
月
例
賃
金
、
賞
与
・
一
時
金
、
退
職
金
・
企
業
年
金
が
含
ま
れ
る
）
や
労
働
時
間
な
ど
の
中
核
的
労
働
条
件
（
狭
義
の
労
働
条
件
）
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に
対
し
て
、
福
利
厚
生
は
報
奨
制
度
な
ど
と
と
も
に
副
次
的
労
働
条
件
（
付
加
的
労
働
条
件
）
の
位
置
づ
け
で

あ
り
、
広
義
の
労
働
条
件
の
一
部
を
構
成
す
る
。
賃
金
は
労
務
の
提
供
に
対
す
る
直
接
的
対
価
、
報
酬
で
あ

る
が
、
福
利
厚
生
の
場
合
は
従
業
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
報
酬
と
い
う
性
格
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

福
利
厚
生
は
付
加
的
労
働
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
英
語
で
い
う
フ
リ
ン
ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（F

ringe B
enefi ts

＝
付
加
的
給
付
）
に
近
い
概
念
だ
が
、
フ
リ
ン
ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
は
日
本
的
な
概
念
か
ら
す
る
と
む
し
ろ

狭
義
の
労
働
条
件
に
分
類
さ
れ
る
項
目
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
（
6
）

、
全
く
同
じ
概
念
で
は
な
い
。

⑵　

実
施
主
体
と
福
利
厚
生
の
範
囲

ま
ず
実
施
主
体
だ
が
、
企
業
段
階
の
福
利
厚
生
は
、
企
業
（
会
社
、
団
体
）
自
体
が
実
施
す
る
以
外
に
も
、

企
業
と
従
業
員
で
設
立
す
る
共
済
会
、
健
康
保
険
組
合
、
厚
生
年
金
基
金
、
労
働
組
合
な
ど
の
組
織
が
慶
弔

金
、
貸
付
金
、
保
養
施
設
等
の
福
利
厚
生
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
主
に
考
察
の
対
象
に
す

る
の
は
、
最
も
広
範
囲
で
多
様
な
制
度
・
施
策
を
カ
バ
ー
し
て
い
て
費
用
負
担
も
多
い
、
企
業
が
実
施
主
体

と
な
る
福
利
厚
生
で
あ
る
。
企
業
の
福
利
厚
生
は
、
費
用
を
含
め
企
業
が
中
心
的
な
実
施
主
体
で
あ
る
が
、

藤
田
の
定
義
に
あ
る
よ
う
に
、
今
日
的
に
は
制
度
の
設
計
や
運
用
に
従
業
員
あ
る
い
は
そ
の
集
団
で
あ
る
労

働
組
合
、
社
員
会
が
参
加
す
る
こ
と
も
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
雇
用
・
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
①
雇
用
管
理

（
採
用
、
配
置
・
異
動
、
退
職
管
理
な
ど
）、
②
人
事
管
理
（
社
員
等
級
格
付
け
、
昇
格
・
昇
進
管
理
な
ど
）、
③
モ
チ

図表 1　日本的雇用・処遇システムにおける福利厚生の位置づけ

広義の労働条件

中核的労働条件
（狭義の労働条件）

副次的労働条件
（付加的労働条件）

＜賃金、労働時間など＞

＜福利厚生、報奨制度など＞
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ベ
ー
シ
ョ
ン
管
理
、
④
賃
金
・
報
酬
管
理
、
⑤
労
働
時
間
管
理
、
⑥
評
価
制
度
、
⑦
育
成
・
能
力
開
発
、
⑧
福
利
厚
生
、
⑨
安
全
衛
生
管

理
、
⑩
労
使
関
係
管
理
な
ど
の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
7
）

。
こ
の
よ
う
に
、
福
利
厚
生
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
領
域
を
占
め
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
は
ど
の
制
度
・
施
策
が
福
利
厚
生
の
範
疇
に
入
る
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
も
、
個
別
企
業
に
よ
っ
て
も
異

な
っ
て
い
る
（
8
）

。

後
掲
図
表
5
や
図
表
6
に
法
定
外
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
の
例
を
示
し
た
が
、
厚
生
労
働
省
調
査
の
図
表
6
で
は
住
宅
手
当
、
食
事
手

当
が
含
ま
れ
て
い
る
。
企
業
に
よ
っ
て
は
家
族
手
当
な
ど
生
活
関
連
手
当
を
福
利
厚
生
に
分
類
す
る
例
が
あ
っ
て
、
狭
義
の
労
働
条
件
と

福
利
厚
生
の
境
目
は
企
業
実
務
上
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。「
一　

は
じ
め
に
」
で
、
本
稿
で
は
退
職
金
・
企
業
年
金
を
含
め
な
い
と

述
べ
た
が
、
筆
者
の
立
場
で
は
住
宅
手
当
、
家
族
手
当
、
食
事
手
当
な
ど
の
生
活
関
連
手
当
も
中
核
的
労
働
条
件
と
し
て
の
賃
金
で
あ
り
、

や
は
り
福
利
厚
生
に
は
含
め
な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
た
と
え
ば
自
己
啓
発
援
助
は
能
力
開
発
に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
は
安
全
衛

生
管
理
に
、
育
児
・
介
護
支
援
は
労
働
時
間
管
理
に
、
さ
ら
に
は
福
利
厚
生
全
体
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
管
理
に
関
連
す
る
な
ど
、
他
の
人

材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域
と
福
利
厚
生
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
お
り
、
厳
密
な
境
界
線
は
引
け
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
で
除

外
し
た
賃
金
関
係
を
除
き
、
以
下
の
論
考
で
は
福
利
厚
生
を
実
態
に
沿
っ
て
広
く
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

2　

福
利
厚
生
の
今
日
的
な
目
的
、
機
能

わ
が
国
の
近
代
組
織
に
お
け
る
福
利
厚
生
は
、
明
治
時
代
初
期
に
鉱
山
業
や
繊
維
工
業
の
住
居
、
食
事
施
設
な
ど
生
活
施
設
の
提
供
か

ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
も
工
業
化
の
進
展
、
産
業
構
造
の
変
化
、
経
済
・
社
会
情
勢
の
変
化
、
労
働
者
の
賃
金
水
準
や
生
活
水

準
、
社
会
保
障
制
度
や
労
働
者
保
護
立
法
の
整
備
状
況
な
ど
に
対
応
し
て
、
様
々
に
期
待
さ
れ
る
目
的
、
機
能
が
与
え
ら
れ
、
様
々
な
施

八
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策
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
時
々
の
状
況
を
反
映
し
て
、
あ
る
と
き
は
労
働

者
の
足
止
め
策
、
優
秀
な
労
働
者
の
確
保
・
定
着
策
、
労
使
紛
争
へ
の
対
処
、

社
会
保
障
制
度
の
代
替
、
ま
た
あ
る
と
き
は
低
賃
金
の
補
完
に
よ
る
生
活
支
援
、

労
働
能
力
の
維
持
・
増
進
、
企
業
帰
属
意
識
の
醸
成
な
ど
が
そ
の
目
的
、
機
能

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
他
の
文
献
に
譲
り
（
9
）

、
こ
こ
で

は
、
今
日
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
目
的
、
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

世
界
的
に
み
て
も
賃
金
水
準
が
高
く
、
生
活
水
準
が
上
昇
し
、
社
会
保
障
制
度

や
労
働
者
保
護
立
法
が
過
去
に
比
べ
れ
ば
相
対
的
に
整
備
さ
れ
た
現
時
点
に
お

け
る
福
利
厚
生
が
対
象
に
な
る
。

図
表
2
は
、
企
業
で
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
る
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
を
基

礎
に
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
た
各
種
調
査
の
選
択
肢
（
10
）

や
文
献
（
11
）

を
参
考
に
し
な
が

ら
、
筆
者
が
現
状
で
理
解
し
て
い
る
福
利
厚
生
の
多
様
な
目
的
、
ね
ら
い
を
列

挙
し
た
も
の
で
あ
る
（
後
述
す
る
法
定
外
福
利
厚
生
が
中
心
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
は
、
従
業
員
の
経
済
的
生
活
が
安

定
し
、
心
身
の
健
康
が
増
進
し
、
職
場
の
人
間
関
係
が
良
好
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
該
企
業
に
対
す
る
信
頼
感
、
企
業
に
所
属
す
る
安
心
感
が
生
ま
れ
、

企
業
帰
属
意
識
と
一
体
感
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
結
果

図表 2　福利厚生の目的
※　法定外福利厚生の目的が中心

①　従業員の経済的生活の安定と向上

②　心身の健康を維持・増進する（労働力の維持・培養）

③　労働能力の向上

④　職場の人間関係やコミュニケーションを良好にし、一体感を醸成する

⑤　企業に対する信頼感や安心感の醸成

⑥　企業帰属意識、企業に対する一体感の醸成

⑦　人材の定着率の高まり

⑧　モチベーションやモラール（士気）の向上

⑨　生産性と企業業績の向上

⑩　企業イメージ向上による人材の採用・確保における優位性

⑪　労使関係の安定

八
六



わ
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
方
向
（
谷
田
部
）

（
八
七
）

と
し
て
定
着
率
が
高
ま
り
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
モ
ラ
ー
ル
（
士
気
）
が
ア
ッ
プ
す
る
ほ
か
、
労
働
力
が
維
持
・
培
養
さ
れ
、
労
働
能
力
が

高
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
が
上
が
り
企
業
業
績
が
向
上
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
企
業
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
よ
る
人
材
の
採

用
・
確
保
で
優
位
に
な
る
こ
と
や
、
広
い
意
味
で
の
労
使
関
係
の
安
定
も
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
、
ね
ら
い
、
期
待
を
集
約
す
る
ほ
か
、
基
本
的
な
役
割
を
加
え
て
福
利
厚
生
を
機
能
の
側
面
か
ら
ま
と
め
た
の
が
図
表

3
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
の
補
完
機
能
、
②
中
核
的
労
働
条
件
の
補
完
機
能
は
、
福
利
厚
生
の
存
在
自
体
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
機
能
（
役
割
）
で
あ
る
。
③
生
活
安
定
・
向
上
機
能
に
は
、
財
産
形
成
の
支
援
策
も
含
ま
れ
て
い
る
。
④
労
働
能
力
の
維

持
・
向
上
機
能
は
、
能
力
開
発
だ
け
で
な
く
、
心
身
の
健
康
維
持
・
増
進
策
、
文
化
・
体
育
・
レ
ク
活
動
に
よ
る
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

策
な
ど
も
要
素
に
な
る
。
⑤
人
材
確
保
・
定
着
機
能
は
、
働
き
や
す
さ
、
企
業
に
対
す
る
信
頼
感
、

安
心
感
な
ど
に
よ
っ
て
帰
属
意
識
や
一
体
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑥
労
使
関
係
安
定

機
能
は
広
い
意
味
で
あ
り
、
従
業
員
か
ら
の
要
求
、
要
望
に
応
え
る
側
面
だ
け
で
な
く
、
職
場
の
人

間
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
の
結
果
、
使
用
者
と
従
業
員
の
関
係
が
良
好
に
な
る
こ

と
も
意
味
し
て
い
る
。
⑦
生
産
性
向
上
機
能
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
最
終
的
に
期
待
す
る
機
能

で
あ
り
、
上
述
し
た
①
〜
⑥
を
通
じ
た
労
働
意
欲
と
労
働
能
力
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
労
働
費
用
に
占
め
る
福
利
厚
生
費
の
額
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
割
に
は
、
期

待
す
る
目
的
、
機
能
は
実
に
多
彩
で
広
範
囲
で
あ
る
。

図表 3　福利厚生の機能（役割）

①　社会保障や社会福祉の補完機能

②　中核的労働条件の補完機能

③　生活安定・向上機能

④　労働能力の維持・向上機能

⑤　人材確保・定着機能

⑥　労使関係安定機能

⑦　生産性向上機能
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三　

福
利
厚
生
の
現
状

1　

福
利
厚
生
の
諸
制
度
・
施
策
と
そ
の
分
類

⑴　

法
定
福
利
厚
生
と
法
定
外
福
利
厚
生

福
利
厚
生
は
大
き
く
法
定
福
利
厚
生
と
法
定
外
福
利
厚
生
に
分
類
で
き
る
（
図
表
4
）。
法
定
福
利
は
、
厚
生
年
金

保
険
、
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
雇
用
保
険
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
な
ど
広
義
の
社
会
保
険
（
12
）

に
お
け
る
保
険
料
の

企
業
負
担
分
や
、
児
童
手
当
拠
出
金
な
ど
法
定
の
企
業
負
担
費
用
で
あ
る
。
こ
の
法
定
福
利
（
費
）
は
、
企
業
経
営

を
し
て
い
る
以
上
、
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
忌
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
法
定
外
福
利
厚

生
は
、
企
業
が
独
自
に
実
施
す
る
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
や
、
法
定
福
利
厚
生
へ
の
企
業
に
よ
る
上
積
み
実
施
部
分

の
施
策
、
費
用
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
後
掲
図
表
5
、
図
表
6
、
図
表
10
に
表
示
さ
れ
て
い
る
制
度
・
施
策
が
該

当
す
る
。

な
お
、
法
定
外
福
利
厚
生
の
給
付
形
態
に
は
、
①
従
業
員
個
人
に
直
接
金
銭
が
給
付
さ
れ
る
制
度
・
施
策
、
②
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
金
銭
の
提
供
が
な
い
制
度
・
施
策
、
③
社
宅
・
独
身
寮
、
保
養
所
、
社
員
食
堂
な
ど

間
接
的
に
金
銭
的
利
益
を
得
た
こ
と
に
な
る
中
間
的
な
制
度
・
施
策
が
あ
る
。
従
業
員
個
人
に
直
接
金
品
が
提
供
さ

れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
住
宅
ロ
ー
ン
利
子
補
給
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
補
助
、
結
婚
祝
金
、
出
産
祝
金
、
永
年
勤
続
表

彰
、
傷
病
見
舞
金
、
災
害
見
舞
金
、
死
亡
弔
慰
金
、
業
務
・
通
勤
災
害
法
定
外
（
上
積
み
）
補
償
、
自
己
啓
発
援
助

制
度
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
①
〜
③
の
ど
の
給
付
形
態
に
し
て
も
、
企
業
が
費
用
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
は
同
じ
で

図表 4　法定福利厚生と法定外福利厚生

福　利　厚　生

法　定　福　利　厚　生

法　定　外　福　利　厚　生
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あ
る
。

企
業
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
は
法
定
外
福
利
（
費
）

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
外
福
利
厚
生
が
狭
義
の
企
業

に
よ
る
福
利
厚
生
で
あ
り
、
以
降
、
本
稿
で
は
法
定
外
福
利

厚
生
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

⑵ 　

法
定
外
福
利
厚
生
の
具
体
的
な
制
度
・
施
策
と
実
施

状
況

法
定
外
福
利
厚
生
を
体
系
的
に
区
分
し
、
制
度
・
施
策
の

例
を
挙
げ
た
の
が
図
表
5
で
あ
る
。
日
本
経
済
団
体
連
合
会

の
「
福
利
厚
生
費
調
査
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
筆
者
独
自

に
、
①
住
宅
関
連
、
②
医
療
・
健
康
関
連
、
③
生
活
援
助
関

連
、
④
慶
弔
・
共
済
・
保
険
関
連
、
⑤
金
融
・
財
産
形
成
関

連
、
⑥
文
化
・
体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
関
連
、
⑦
労
働

能
力
向
上
関
連
、
⑧
そ
の
他
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分

に
該
当
す
る
個
別
企
業
で
実
施
し
て
い
る
具
体
的
な
制
度
・

施
策
を
例
示
し
た
。
ま
た
、
図
表
6
と
後
掲
図
表
10
の
調
査

図表 5　法定外福利厚生の制度・施策

区　分 制 度 ・ 施 策 の 例

住宅関連
社宅（保有、借上げ）、独身寮（保有、借上げ）、家賃補助、持
ち家取得援助（自社融資、財形転貸融資、提携ローン斡旋、住
宅ローン利子補給、土地・住宅分譲）

医療・健康関連 医療・保健衛生施設設置および運営、生活習慣病検診・対策、
人間ドック費用補助、健康相談・指導、メンタルヘルス対策

生活援助関連

社員食堂、食券給付、売店、被服貸与、通勤バス・駐車場、託
児所・保育所の設置および利用補助、ベビシッターなど育児支
援、ホームヘルパーなど介護支援、ライフプラン相談・セミ
ナー

慶弔・共済・保険関連

結婚祝金、出産祝金、子の入学祝金、永年勤続表彰、傷病見舞
金、災害見舞金、死亡弔慰金、慶弔休暇、業務・通勤災害法定
外補償、私傷病欠勤・休職制度、遺児育英年金、団体生命保険、
共済制度拠出金

金融・財産形成関連 一般貸付、転貸貸付、社内預金、財形貯蓄、従業員持ち株制度

文化・体育・
レクリエーション関連

体育施設設置および運営、フィットネス施設利用補助、保養所、
文化・体育サークル活動費用補助、レジャー施設費用補助、社
内運動会、社員旅行、忘年会、新年会

労働能力向上関連 書籍購入補助、勉強会費用補助、自己啓発援助制度、資格取得
援助制度、留学支援制度

その他 カフェテリアプラン

（注）　日本経済団体連合会「福利厚生費調査」の区分を参考に筆者作成。
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項
目
（
表
頭
）
で
も
法
定
外
福
利
厚
生
の
区
分
、

制
度
・
施
策
が
把
握
で
き
る
。

図
表
6
は
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
一
九
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
か
ら
、
法
定
外
福
利
厚

生
制
度
・
施
策
の
実
施
状
況
（
企
業
割
合
）
を

み
た
も
の
で
あ
る
（
複
数
回
答
）。
図
表
5
の
制

度
・
施
策
例
に
比
べ
れ
ば
調
査
項
目
は
限
定
さ

れ
て
い
る
が
、
全
国
対
象
で
企
業
規
模
別
に
調

査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
定
外
福
利
厚
生
実
施

状
況
の
全
般
的
な
傾
向
を
把
握
す
る
に
は
適
し

て
い
る
。
な
お
、「
住
宅
手
当
・
家
賃
補
助
」

と
「
社
員
食
堂
・
食
事
手
当
」
は
、
住
宅
手
当

や
食
事
手
当
を
除
い
た
純
粋
な
家
賃
補
助
や
社

員
食
堂
の
割
合
が
不
明
な
の
で
、
こ
こ
で
の
検

討
対
象
か
ら
は
除
く
。

規
模
計
で
実
施
企
業
の
割
合
が
多
い
制
度
・

施
策
は
、「
慶
弔
・
災
害
見
舞
金
」
94
・
5
％
、

図表 6　法定外福利厚生制度・施策の実施状況（企業数割合）
─複数回答（単位：％）─

企業規模

住宅関連 健康・医療関連 慶弔・災害関連

住宅手当・
家賃補助

社 宅 ・
独 身 寮 持家援助 健康診断

（法定上積み）
メンタルヘ
ル ス ケ ア

慶 弔 ・
災害見舞金

遺 族 年 金、
遺 児 年 金、
遺児育英年金

規模計 48.4 35.0  8.9 71.8 18.5 94.5 14.6
1,000人以上 66.0 82.0  32.1 80.7 57.6 99.2 46.0
300 ～ 999人 62.7 64.3  15.8 73.9 36.5 98.7 27.7
100 ～ 299人 54.1 45.3  8.5 75.3 22.7 97.2 17.6
 30 ～ 99人 44.6 27.4  7.6 70.2 14.1 93.1 11.3

企業規模

育児・介護支援関連 文化・体育・レクリエーション関連

育 児休業
（法定上積み） 託 児施設 育児補助

介護休業・
看 護 休 暇
（法定上積み）

余 暇施設
（運動施設、
保 養 所 ）

文化・体育・
レク活動支援

規模計 40.5 0.6  2.0 30.9 28.6 34.6
1,000人以上 56.7 2.2  15.4 57.4 70.9 63.2
300 ～ 999人 47.8 1.4  5.7 44.6 55.0 55.5
100 ～ 299人 47.2 0.9  2.8 39.4 35.8 43.8
 30 ～ 99人 37.1 0.4  1.0 26.1 22.4 28.8

企業規模

自己啓発・能力開発関連 財産形成関連 その他
公的資格取得・
自己啓発（通
信教育）支援

リ フレッ
シュ休暇

財形貯蓄
制 度

社内預金、
持ち株会

個人年金
などへの
補 助

社員食堂・
食事手当 そ の 他

規模計 47.3  12.4 57.3 25.5  8.2 38.0 3.6
1,000人以上 77.6  49.2 88.5 76.7  21.8 60.0 5.1
300 ～ 999人 65.8  32.6 83.1 52.4  11.3 48.5 4.4
100 ～ 299人 56.5  18.0 69.9 35.7  10.1 42.0 4.1
 30 ～ 99人 41.7  7.4 49.9 18.0  6.8 34.9 3.3

出所：厚生労働省「平成19年就労条件総合調査」
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「
健
康
診
断
（
法
定
上
積
み
）」
71
・
8
％
、「
財
形
貯
蓄
制
度
」
57
・
3
％
、「
公
的
資
格
取
得
・
自
己
啓
発
（
通
信
教
育
）
支
援
」
47
・
3
％
、

「
育
児
休
業
（
法
定
上
積
み
）」
40
・
5
％
な
ど
で
あ
る
。
逆
に
導
入
企
業
の
割
合
が
少
な
い
の
は
、「
託
児
施
設
」
0
・
6
％
、「
育
児
補
助
」

2
・
0
％
、「
個
人
年
金
な
ど
へ
の
補
助
」
8
・
2
％
、「
持
家
援
助
」
8
・
9
％
な
ど
で
あ
る
。

企
業
規
模
に
よ
る
格
差
を
み
る
と
、
導
入
割
合
が
多
い
慶
弔
・
災
害
見
舞
金
と
健
康
診
断
（
法
定
上
積
み
）
は
規
模
格
差
が
小
さ
い
。
一

方
、
規
模
計
で
の
導
入
割
合
が
比
較
的
少
な
い
「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
18
・
5
％
、「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
」
12
・
4
％
は
、
中
小
企

業
の
導
入
割
合
が
低
い
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
企
業
規
模
格
差
が
大
き
い
。
ま
た
、「
社
内
預
金
、
持
ち
株
会
」
25
・
5
％
、

「
社
宅
・
独
身
寮
」
35
・
0
％
、「
余
暇
施
設
（
運
動
施
設
、
保
養
所
）」
28
・
6
％
は
規
模
計
の
導
入
割
合
が
と
く
に
低
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

株
式
オ
ー
プ
ン
化
の
程
度
（
中
小
企
業
は
オ
ー
ナ
ー
の
保
有
比
率
が
高
い
）、
施
設
建
設
・
維
持
の
費
用
負
担
な
ど
の
点
か
ら
、
大
企
業
の
導

入
割
合
が
高
い
た
め
に
規
模
格
差
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
全
体
的
に
み
て
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
の
導
入
割
合
に
は
、

大
企
業
で
導
入
割
合
が
高
く
中
小
企
業
で
低
い
と
い
う
企
業
規
模
格
差
が
あ
る
。

⑶　

福
利
厚
生
の
導
入
理
念
に
よ
る
分
類

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
に
関
し
て
、
筆
者
は
別
の
視
点
か
ら
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
①
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
基
づ
く
福
利
厚
生
、
②
使
用
者
責
任
に
基
づ
く
福
利
厚
生
、
③
経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
で
あ
る
（
図
表
7
）。
福
利
厚
生
制

度
・
施
策
を
導
入
、
実
施
す
る
場
合
の
理
念
の
違
い
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
こ
う
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
利
厚
生
の
こ
れ
か
ら
の

方
向
性
を
検
討
し
、
あ
る
い
は
再
編
す
る
場
合
に
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（P

aternalism

）
は
温
情
主
義
と
訳
さ
れ
る
が
、
父
権
主
義
の
意
味
も
あ
る
。
①
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
福
利
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厚
生
は
、
企
業
は
一
家
、
会
社
は
運
命
共
同
体
、
経
営
者
は
父
親
・
庇
護
者
と
い
う
発
想
か
ら
の
福
利
厚
生
で
あ
る
。
今
日
的
に
は
父
権

主
義
的
意
味
合
い
は
薄
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
社
員
食
堂
、
購
買
施
設
、
慶
弔
金
、
慶
弔
休
暇
、
文
化
・
体
育
・
余
暇
援
助
、
忘
年

会
・
新
年
会
、
社
員
旅
行
、
社
宅
・
独
身
寮
、
永
年
勤
続
表
彰
、
融
資
制
度
、
貯
蓄
・
財
産
形
成
援
助
奨
励
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

②
使
用
者
責
任
に
基
づ
く
福
利
厚
生
は
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
企
業
を
経
営
す
る
場
合
に
、
利
益
（
成
果
）
を
得
る
使
用
者
が
従
業
員

の
生
活
、
安
全
、
健
康
な
ど
に
関
し
て
、
経
営
の
責
任
に
お
い
て
当
然
実
施
す
べ
き
制
度
・
施
策
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
福
利
厚
生

で
あ
る
。
法
定
福
利
費
の
使
用
者
負
担
分
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
健
康
維
持
・
増
進
対
策
、
業
務
・
通
勤
災
害
上
積
補
償
、
私
傷
病
補
償
、

自
己
啓
発
援
助
、
母
性
健
康
管
理
、
育
児
・
介
護
支
援
、、
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

に
基
づ
く
福
利
厚
生
と
使
用
者
責
任
に
基
づ
く
福
利
厚
生
の
項
目
は
、
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
相
互
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
も
の
が
あ
り
、

截
然
と
は
区
別
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。

③
経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
と
は
、
企
業
の
経
営
目
標
達
成
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
を
導
入
、
実
施
す
る

こ
と
で
あ
る
（
13
）

。
最
終
的
に
は
全
社
戦
略
の
達
成
に
寄
与
す
る
制
度
・
施
策
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
人
材
戦
略
、
人
事
戦
略
の
方
針
、
目

標
、
計
画
の
実
現
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
制
度
・
施
策
で
あ
る
。
実
際
に
導
入
、
実
施
す
る
項
目
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
使

用
者
責
任
に
基
づ
く
福
利
厚
生
で
例
示
し
た
諸
制
度
・
諸
施
策
と
重
な
り
合
う
。
た
だ
、
経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
の
具
体
的
な
制

度
・
施
策
に
何
を
含
め
る
か
は
、
個
別
企
業
の
文
化
、
風
土
、
ポ
リ
シ
ー
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
、
社
宅
・
独
身
寮
、
フ
ィ
ッ

ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
補
助
を
挙
げ
る
会
社
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
、
労
働
能
力
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
労
働
生
産
性
を
上
げ
、
創
造
的
な
業
務
遂
行
で
高
付
加
価
値
を
生
み
出
し
、
会
社

業
績
の
向
上
に
寄
与
す
る
可
能
性
の
あ
る
制
度
・
施
策
が
経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
啓
発
援

九
二



わ
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
方
向
（
谷
田
部
）

（
九
三
）

助
制
度
、
資
格
取
得
援
助
制
度
な
ど
の
能
力
向
上
関
連
施
策
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
健
康
相
談
・
指
導
な

ど
の
医
療
・
健
康
関
連
、
育
児
・
介
護
支
援
関
連
な
ど
が
該
当
す
る
。

2　

福
利
厚
生
費
の
実
態
と
推
移

⑴　

全
国
調
査
に
み
る
規
模
別
の
実
態
と
推
移

図
表
8
は
、
全
国
を
対
象
に
し
た
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
三
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
の
労
働
費
用
調
査

部
分
か
ら
、
常
用
労
働
者
一
人
一
ヵ
月
平
均
の
福
利
厚
生
費
お
よ
び
法
定
内
外
別
の
内
訳
と
推
移
を
み
た
も
の

で
あ
る
（
退
職
金
は
福
利
厚
生
費
と
は
別
の
労
働
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
）。
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
の

企
業
規
模
計
で
み
る
と
、
福
利
厚
生
費
合
計
は
五
万
三
〇
八
六
円
、
労
働
費
用
総
額
に
占
め
る
割
合
は
12
・
8
％
、

法
定
福
利
費
は
四
万
四
七
七
〇
円
（
同
10
・
8
％
）、
法
定
外
福
利
費
は
八
三
一
六
円
（
同
2
・
0
％
）
で
あ
る
。

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
福
利
厚
生
費
合
計
の
絶
対
額
は
規
模
の
大
き
な
企
業
の
方
が
多
い
が
、
労
働
費
用
に

占
め
る
割
合
は
規
模
に
よ
る
差
は
な
い
。
法
定
福
利
費
を
み
る
と
、
金
額
的
に
は
規
模
が
大
き
く
な
る
方
が
多

く
な
る
が
、
労
働
費
用
に
対
す
る
割
合
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
規
模
の
小
さ
い
企
業
の
方
が
多
い
。
こ
れ
は
、
規

模
に
か
か
わ
ら
ず
報
酬
比
例
で
保
険
料
を
徴
収
し
て
い
る
法
定
福
利
費
の
仕
組
み
か
ら
来
る
帰
結
で
あ
る
。

一
方
、
企
業
の
任
意
で
実
施
し
て
い
る
法
定
外
福
利
費
は
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
の
金
額
が
一
万

三
〇
四
二
円
、
労
働
費
用
総
額
に
占
め
る
割
合
は
2
・
7
％
、
三
〇
〜
九
九
人
規
模
の
金
額
が
四
五
八
七
円

（
同
1
・
3
％
）
で
あ
る
。
絶
対
的
な
金
額
や
労
働
費
用
総
額
に
占
め
る
割
合
は
多
く
な
い
が
、
金
額
差
で

図表 7　福利厚生の導入理念による分類

福　利　厚　生

パターナリズムに基づく福利厚生

使用者責任に基づく福利厚生

経営戦略に基づく福利厚生

九
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
九
四
）

八
四
五
五
円
、
金
額
の
倍
率
で
二
・
八
倍
、
構
成
割
合
の
ポ
イ
ン
ト
差

で
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
、
倍
率
で
二
・
一
倍
と
、
法
定
福
利
費
と
違
っ
て
法

定
外
福
利
費
に
は
明
ら
か
に
企
業
規
模
格
差
が
あ
る
。
法
定
外
福
利
厚

生
費
の
規
模
格
差
は
、
基
本
的
に
中
小
企
業
の
支
払
い
能
力
の
問
題
で

あ
る
が
、
制
度
・
施
策
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
働
か
な
い
、
離
職
率

が
高
い
の
で
長
期
勤
続
が
前
提
に
な
る
制
度
・
施
策
を
導
入
し
て
も
効

果
が
な
い
し
活
用
も
さ
れ
な
い
、
制
度
・
施
策
の
導
入
・
充
実
を
要
求

す
る
労
働
組
合
の
あ
る
企
業
が
少
な
い
、
な
ど
も
そ
の
理
由
で
あ
る
（
14
）

。

な
お
、
福
利
厚
生
費
合
計
に
占
め
る
法
定
福
利
費
と
法
定
外
福
利
費
の

比
率
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
規
模
計
で
八
五
％
対
一
五
％
、
大
企
業
で

八
〇
％
対
二
〇
％
、
中
小
企
業
で
九
〇
％
対
一
〇
％
で
あ
る
。

図
表
8
で
一
九
九
八
年
以
降
の
時
系
列
的
な
推
移
を
み
る
と
、
傾
向

的
に
労
働
費
用
総
額
と
福
利
厚
生
費
合
計
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
労

働
費
用
総
額
に
占
め
る
福
利
厚
生
費
合
計
の
割
合
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
。
法
定
福
利
費
の
金
額
も
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
が
、
労
働
費
用
総

額
や
福
利
厚
生
合
計
額
に
占
め
る
割
合
は
微
増
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
法
定
外
福
利
費
は
金
額
、
割
合
と
も
減
少
傾
向
に
あ
る
。

図表 8　規模別にみた常用労働者 1人 1ヵ月平均福利厚生費の内訳と推移（厚生労働省調査）
─単位：円，＜％＞，（％）─

企業規模・調査年 労働費用総額 福利厚生費合計 法 定 福 利 費 法定外福利費
2011年・規模計 414,428＜100＞ 53,086＜12.8＞（100） 44,770＜10.8＞（84.3） 8,316＜2.0＞（15.7）

1,000人以上 477,136＜100＞ 62,172＜13.0＞（100） 49,130＜10.3＞（79.0） 13,042＜2.7＞（21.0）

300 ～ 999人 411,721＜100＞ 51,017＜12.4＞（100） 44,000＜10.7＞（86.2） 7,017＜1.7＞（13.8）

100 ～ 299人 379,210＜100＞ 48,894＜12.9＞（100） 43,315＜11.4＞（88.6） 5,579＜1.5＞（11.4）

 30 ～ 99人 350,911＜100＞ 44,526＜12.7＞（100） 39,939＜11.4＞（89.7） 4,587＜1.3＞（10.3）

2011年※ 434,083＜100＞ 55,805＜12.9＞（100） 46,872＜10.8＞（84.0） 8,933＜2.0＞（16.0）

2006 462,323＜100＞ 56,011＜12.1＞（100） 46,456＜10.0＞（82.9） 9,555＜2.1＞（17.1）

2002 449,699＜100＞ 52,249＜11.6＞（100）  41,937＜ 9.3＞（80.3） 10,312＜2.3＞（19.7）

1998 502,004＜100＞ 60,349＜12.0＞（100）  46,868＜ 9.3＞（77.7） 13,481＜2.7＞（22.3）

出所：厚生労働省「平成23年就労条件総合調査」から著者作成。
（注）1  ．＜　＞内は労働費用総額を「100」とした福利厚生費計の割合であり、（　）内は福

利厚生費合計を「100」とした法定福利費と法定外福利費の構成割合。
　　 2  ．2007年以前は「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」が調査対象だったが、

2008年以降は「常用労働者が30人以上の民営企業」に調査範囲を拡大している。し
たがって、2007年以前の結果と時系列比較する場合は、「※」の数値（本社の常用労
働者が30人以上の民営企業を集計）を参照する必要がある。

　　 3  ．退職給付等の費用は福利厚生費とは別の労働費用として計上されている。
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⑵　

大
企
業
に
お
け
る
福
利
厚
生
費
の
推
移

次
ぎ
に
図
表
9
は
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
の
「
福
利
厚
生
費
調
査
」
か
ら
、
一
九
八
〇

年
以
降
の
従
業
員
一
人
一
ヵ
月
平
均
福
利
厚
生
費
に
つ
い
て
、
法
定
内
外
の
内
訳
と
推
移
を

み
た
も
の
で
あ
る
。
時
系
列
に
表
示
し
た
う
ち
三
つ
の
年
度
は
図
表
8
の
厚
生
労
働
省
調
査

に
合
わ
せ
て
あ
る
。
同
調
査
は
、
組
織
統
合
し
た
旧
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
が
一
九
五
五
年

度
か
ら
毎
年
実
施
し
て
い
る
調
査
で
、
二
〇
一
二
年
度
が
第
五
七
回
に
な
る
。
二
〇
一
二
年

度
の
調
査
回
答
企
業
の
一
社
あ
た
り
平
均
従
業
員
数
は
四
六
一
七
人
で
あ
る
か
ら
、
大
企
業

対
象
の
調
査
で
あ
る
が
、
長
期
間
の
福
利
厚
生
（
費
）
の
動
き
を
時
系
列
的
に
み
る
の
に
便

利
な
の
で
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
調
査
で
あ
る
（
退
職
一
時
金
・
年
金
は
福
利
厚
生
費
と
は
別
に
集

計
さ
れ
て
い
る
）。

図
表
9
に
表
示
し
て
い
な
い
年
度
も
含
め
る
と
、
現
金
給
与
総
額
は
最
近
一
五
年
間
は

ア
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
を
繰
り
返
し
、
む
し
ろ
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
福
利
厚
生
費
合
計
は
最

近
一
〇
年
間
あ
ま
り
水
準
に
変
化
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
法
定
福
利
費
は
徐
々
に
増
え
る

傾
向
に
あ
り
、
逆
に
法
定
外
福
利
費
は
徐
々
に
減
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
現
金
給
与
総
額

に
対
す
る
福
利
厚
生
費
合
計
の
比
率
（
現
金
給
与
総
額
に
占
め
る
福
利
厚
生
費
の
割
合
で
は
な
い
）

は
増
え
て
お
り
、
と
く
に
法
定
福
利
費
の
比
率
は
確
実
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
法
定

外
福
利
費
の
比
率
は
徐
々
に
減
る
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
福
利
厚
生
費
合
計
に
占
め
る
法

図表 9　大企業における従業員 1人 1ヵ月平均福利厚生費の内訳と推移（日本経団連調査）
─単位：円，＜％＞，（％）─

年度 現金給与総額 福利厚生費合計 法 定 福 利 費 法定外福利費
1980 320,575 43,957＜13.7＞（100）  26,375＜ 8.2＞（60.0） 17,582＜5.5＞（40.0）

1990 482,592 74,482＜15.4＞（100） 48,600＜10.1＞（65.3） 25,882＜5.4＞（34.7）

1998 546,116 91,575＜16.8＞（100） 63,162＜11.6＞（69.0） 28,413＜5.2＞（31.0）

2002 558,494 96,755＜17.3＞（100） 68,552＜12.3＞（70.9） 28,203＜5.0＞（29.1）

2006 587,658 104,787＜17.8＞（100） 76,437＜13.0＞（72.9） 28,350＜4.8＞（26.9）

2012 549,308 104,243＜19.0＞（100） 78,948＜14.4＞（75.7） 25,296＜4.6＞（24.3）

出所：日本経済団体連合会「福利厚生費調査」
（注）1  ．＜　＞内は対現金給与総額に対する比率。
　　 2  ．（　）内は福利厚生費合計を「100」とした法定福利費と法定外福利費の構成割合。
　　 3  ．退職一時金・年金は福利厚生費とは別に集計されている。
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定
福
利
費
の
割
合
は
一
九
八
〇
年
の
60
・
0
％
か
ら
75
・
7
％
へ
、
法
定
外
福
利
費
の
割
合
は
40
・
0
％
か
ら
24
・
3
％
へ
、
そ
れ
ぞ
れ

一
五
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
減
し
て
い
る
。

図
表
8
と
図
表
9
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
福
利
厚
生
費
の
う
ち
法
定
福
利
費
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
法
定
外
福
利

厚
生
費
は
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
厚
生
年
金
保
険
料
を
中
心
に
社
会
保
障
制
度
の
企
業
負
担
分
（
法
定
福

利
費
）
が
増
え
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
減
少
傾
向
に
あ
る
法
定
外
福
利
厚
生
費
が
狭
義
の
福
利
厚
生
で
あ
る
が
、
企
業
規
模
に
よ
る
格

差
は
明
ら
か
で
あ
り
、
中
小
企
業
の
法
定
外
福
利
厚
生
の
あ
り
方
が
と
く
に
問
題
に
な
る
。

⑶　

全
国
調
査
の
項
目
別
金
額
と
構
成
割
合

図
表
10
は
、
厚
生
労
働
省
・
前
掲
調
査
か
ら
、
二
〇
一
一
年
度
に
お
け
る
常
用
労
働
者
一
人
一
ヵ
月
平
均
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
項
目

別
内
訳
と
構
成
割
合
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
制
度
・
施
策
の
実
施
状
況
の
割
合
と
企
業
の
支
出
金
額
の
高
低
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

制
度
・
施
策
に
よ
っ
て
必
要
な
費
用
が
異
な
る
し
、
多
く
の
従
業
員
が
対
象
に
な
る
（
利
用
す
る
）
制
度
・
施
策
と
、
対
象
に
な
る
頻
度

や
人
数
が
少
な
い
制
度
・
施
策
が
あ
る
か
ら
だ
。

ま
ず
企
業
規
模
計
を
み
る
と
、
住
居
関
連
費
用
（
住
宅
手
当
は
含
ま
な
い
）
の
金
額
が
突
出
し
て
多
く
、
し
た
が
っ
て
構
成
割
合
も
49
・
4
％

と
約
五
割
を
占
め
る
。
そ
の
他
で
は
医
療
保
険
関
連
費
用
が
11
・
5
％
と
二
桁
に
乗
っ
た
だ
け
で
、
全
体
的
に
金
額
、
構
成
割
合
と
も
低

い
。
な
お
、
日
本
経
団
連
・
前
掲
二
〇
一
二
年
調
査
で
も
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
に
占
め
る
住
宅
関
連
費
用
の
金
額
・
割
合
が
最
も
高
く

48
・
5
％
で
あ
る
。

企
業
規
模
別
で
は
、
中
堅
・
大
企
業
が
規
模
計
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
が
、
中
小
企
業
と
く
に
小
企
業
（
三
〇
〜
九
九
人
）
は
や

九
六



わ
が
国
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お
け
る
福
利
厚
生
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
方
向
（
谷
田
部
）

（
九
七
）

や
違
っ
た
傾
向
を
示
す
。
住
居
関
連
費
用

の
金
額
、
構
成
割
合
（
28
・
0
％
）
が
他
の

規
模
よ
り
少
な
く
、
私
的
保
険
制
度
へ
の

拠
出
金
が
金
額
、
構
成
割
合
（
19
・
4
％
）

と
も
他
の
規
模
よ
り
多
い
。
住
宅
関
連
費

用
に
つ
い
て
は
、
小
企
業
は
資
金
的
な
理

由
の
ほ
か
、
事
業
所
を
全
国
展
開
し
て
い

な
い
た
め
に
、
必
要
性
の
面
か
ら
社
宅
や

独
身
寮
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
い
こ

と
も
背
景
に
あ
る
。
私
的
保
険
制
度
へ
の

拠
出
金
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
の
場
合
、

た
と
え
ば
従
業
員
に
対
す
る
高
度
障
害
見

舞
金
、
死
亡
弔
慰
金
・
退
職
金
の
原
資
を

社
内
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、
民
間
保
険

会
社
の
総
合
福
祉
団
体
定
期
保
険
等
を
通

じ
て
調
達
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
と
思
わ

れ
る
（
15
）

。

図表10　常用労働者 1人 1ヵ月平均法定外福利費の項目別金額と構成割合
─単位：円（％）─

企業規模 計 住 居 に
関する費用

医療保険に関
す る 費 用

食 事 に
関する費用

文化・体育・娯楽
に 関 す る 費 用

私的保険制度
への拠出金

規模計 8,316 4,110 958 759 379 556
（100.0） （49.4） （11.5） （9.1） （4.6） （6.7）

1,000人以上 13,042 7,038 1,605 854 506 490
（100.0） （54.0） （12.3） （6.5） （3.9） （3.8）

300 ～ 999人 7,017 3,805 670 657 366 349
（100.0） （54.2） （9.5） （9.4） （5.2） （5.0）

100 ～ 299人 5,579 2,485 612 797 266 511
（100.0） （44.5） （11.0） （14.3） （4.8） （9.2）

 30 ～ 99人 4,587 1,284 517 665 297 888
（100.0） （28.0） （11.3） （14.5） （6.5） （19.4）

企業規模 計 労 災 付 加
給付の費用

慶弔見舞金
等 の 費 用

財 形 貯 蓄
関連費用 注 1 その他 注 2

規模計 8,316 169 266 158 961
（100.0） （2.0） （3.2） （1.9） （11.6）

1,000人以上 13,042 97 323 250 1,880
（100.0） （0.7） （2.5） （1.9） （14.4）

300 ～ 999人 7,017 116 250 166 638
（100.0） （1.7） （3.6） （2.4） （9.1）

100 ～ 299人 5,579 174 252 84 397
（100.0） （3.1） （4.5） （1.5） （7.1）

 30 ～ 99人 4,587 327 201 77 329
（100.0） （7.1） （4.4） （1.7） （7.2）

出所：厚生労働省「平成23年就労条件総合調査」
（注）1  ．財形貯蓄関連費用とは「財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金」である。
　　 2  ．その他は、通勤バス・売店等の費用、共済会への拠出金、持株援助に関する費用

等である。
　　 3  ．（　）は法定外福利厚生費計を100とした構成比であり、四捨五入の関係で100.0に

ならない場合がある。
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四　

日
本
の
福
利
厚
生
の
特
徴
と
課
題

1　

わ
が
国
の
福
利
厚
生
の
特
徴

⑴　

五
つ
の
特
徴

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
わ
が
国
の
福
利
厚
生
（
制
度
・
施
策
）
に
関
し
て
、
そ
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
よ
う

（
図
表
11
）。

① 　

総
花
的
で
あ
る
：
医
、
食
、
住
、
レ
ク
を
は
じ
め
実
に
広
範
囲
の
領
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

② 　

目
的
と
機
能
が
多
様
で
あ
る
：
総
花
的
で
あ
る
こ
と
の
原
因
で
も
あ
り
帰
結
で
も
あ
る
が
、
福
利
厚

生
の
実
施
目
的
や
期
待
す
る
機
能
（
役
割
）
が
多
様
で
あ
る
。

③ 　

法
定
福
利
費
の
割
合
が
高
い
：
福
利
厚
生
費
に
占
め
る
法
定
福
利
費
の
割
合
が
次
第
に
増
加
し
て
き

て
お
り
、
今
後
と
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
に
反
比
例
し
て
法
定
外
福
利
費
は
減
少
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。

④ 　

住
居
関
連
費
用
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
い
：
社
宅
・
独
身
寮
を
中
心
と
し
た
住
居
関
連
費
用
が
法
定
外
福

利
厚
生
費
の
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
る
。

⑤ 　

企
業
規
模
格
差
が
大
き
い
：
と
く
に
法
定
外
福
利
厚
生
に
お
い
て
企
業
規
模
格
差
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
同
時
に
問
題
点
と
も
課
題
と
も
な
る
。

図表11　わが国の福利厚生の特徴

①　総花的である

②　目的と機能が多様である

③　法定福利費の割合が高い

④　住居関連費用のウエイトが高い

⑤　企業規模格差が大きい

九
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わ
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
方
向
（
谷
田
部
）

（
九
九
）

⑵　

先
進
諸
外
国
と
の
比
較

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
大
企
業
を
中
心
に
手
厚
い
福
利

厚
生
の
存
在
す
る
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
先
進
諸
外
国
よ
り
福
利
厚
生

費
が
多
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
の
実
態
を
労
働
費
用
に
占
め
る
福
利
厚
生
費
の
構
成

割
合
で
み
た
の
が
図
表
12
で
あ
る
。
労
働
費
用
に
占
め
る
福
利
厚
生
費
の
割
合
は
日
本
が

高
い
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
低
い
。
高
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ

と
続
き
、
イ
ギ
リ
ス
も
低
い
部
類
に
属
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は
公
的
な
医
療
保
険
が
整
備
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
企
業
の
法
定
外
福
利
費
の
割
合
は
高

い
。
イ
ギ
リ
ス
は
社
会
保
障
、
社
会
福
祉
に
投
入
さ
れ
る
税
金
の
割
合
が
高
い
の
で
、
保

険
料
な
ど
法
定
福
利
費
の
割
合
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
そ
れ
に
ド
イ
ツ
は
社
会

保
険
料
の
負
担
が
多
い
た
め
法
定
福
利
費
の
割
合
が
高
い
し
、
法
定
外
福
利
厚
生
も
社
会

保
障
の
補
完
機
能
に
徹
す
る
傾
向
が
あ
る
（
16
）

。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
な
経
緯
も
含
め
て
国
に
よ
り
社
会
保
障
制
度
の
仕
組
み
や
考
え

方
、
さ
ら
に
は
法
定
、
法
定
外
の
福
利
厚
生
費
の
範
囲
と
含
ま
れ
る
項
目
も
異
な
る
の
で
、

福
利
厚
生
費
の
高
さ
や
割
合
を
単
純
に
比
較
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
先
進
諸
外
国
と
比
べ
た
と
き
、
わ
が
国
の
在
職
者
医
療
制
度
や
公
的
年
金
制
度

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
被
用
者
の
社
会
保
障
制
度
が
主
に
使
用
者
と
被
用
者
の
社
会

図表12　労働費用に占める福利厚生費の国際比較（製造業）
─単位：％─

国　名 調査年 労働費用計 現金給与 福 利
厚 生 費

法 定
福 利 費

法 定 外
福 利 費

日本 2011 100.0 79.7 13.5 11.1 2.4

アメリカ 2013 100.0 77.5 18.7 8.2 10.5

イギリス 2008 100.0 82.7 14.7 7.9 6.8

ドイツ 2008 100.0 77.0 21.3 14.8 6.5

フランス 2008 100.0 63.7 29.5 25.4 4.1

出所：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較（2014年版）』

（注）　福利厚生費は法定福利費と法定外福利の合計。
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保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
法
定
福
利
費
の
割
合
を
高
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス

や
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
と
比
べ
れ
ば
社
会
保
険
料
つ
ま
り
法
定
福
利
費
の
負
担
は
重
く
な
く
、
法
定
外
福
利
厚
生
も
社

会
保
障
の
補
完
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
範
囲
で
多
彩
な
こ
と
が
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

2　

環
境
変
化
と
福
利
厚
生

長
く
低
迷
し
た
経
済
・
経
営
環
境
の
下
で
、
労
働
費
用
総
額
や
賃
金
が
横
ば
い
ど
こ
ろ
か
減
額
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
福

利
厚
生
費
な
か
で
も
法
定
外
福
利
厚
生
費
が
縮
小
し
て
き
て
い
る
（
前
掲
図
表
8
、
図
表
9
参
照
）。
福
利
厚
生
に
回
せ
る
原
資
が
減
少
す

る
中
で
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
法
定
福
利
費
が
む
し
ろ
膨
張
す
る
傾
向
に
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
法
定
外
福
利
費
が
縮
小
す
る
こ
と
に

な
る
。
法
定
外
福
利
厚
生
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
と
く
に
体
育
館
、
保
養
所
、
社
宅
、
独
身
寮
な
ど
の
ハ
コ
も
の
が
経
営
の
重
荷

に
な
っ
て
き
た
。
か
つ
て
は
資
産
と
し
て
考
え
ら
れ
、
積
極
的
に
保
有
す
る
側
面
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
施
設
と
そ
の
管
理
・
運
営
費

は
固
定
費
の
性
格
を
有
す
る
の
で
、
不
動
産
価
値
が
下
が
り
、
維
持
費
が
負
担
に
な
る
と
、
売
却
処
分
す
る
企
業
が
増
加
し
た
。

少
子
・
高
齢
化
も
福
利
厚
生
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
労
働
力
の
減
少
に
対
応
す
る
た
め
、
国
は
高
齢
者
と
女
性
の
労
働

力
率
の
向
上
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
①
六
五
歳
定
年
制
、
②
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
、
③
定
年
制
の
廃
止
、

の
い
ず
れ
か
が
企
業
に
求
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
企
業
に
お
け
る
中
高
齢
者
の
割
合
は
増
加
す
る
。
中
高
齢
者
の
健
康
管
理
だ

け
で
な
く
、
若
い
と
き
か
ら
将
来
の
長
い
職
業
生
活
に
向
け
た
体
力
維
持
・
増
進
施
策
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
女
子
の
労
働
力
化
は
、
企

業
に
そ
し
て
労
働
市
場
に
労
働
力
と
し
て
長
く
留
ま
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児
、
介
護
と
仕
事
の
両
立
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
企
業
が
福
利
厚
生
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
法
で
定
め
る
以
上
の
支
援
を
す
る
意
味
が
あ
る
。
も
っ

一
〇
〇
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（
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部
）

（
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一
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と
も
、
こ
れ
か
ら
は
育
児
や
介
護
を
男
性
従
業
員
も
担
う
か
ら
、
対
象
は
女
性
従
業
員
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

労
働
市
場
に
お
け
る
雇
用
の
流
動
性
は
、
統
計
資
料
か
ら
み
る
限
り
、
か
つ
て
議
論
さ
れ
た
ほ
ど
に
は
拡
大
し
て
い
な
い
。
労
働
移
動

率
（
入
職
率
＋
離
職
率
）
は
好
景
気
の
と
き
ほ
ど
高
く
な
り
、
不
景
気
の
と
き
に
は
低
く
な
る
が
、
失
わ
れ
た
二
〇
年
の
間
は
雇
用
の
流
動

化
が
停
滞
し
て
い
た
時
期
と
い
え
る
（
17
）

。
た
だ
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
契
約
社
員
、
派
遣
社
員
な
ど
の
非
正
規
雇
用
者
は
増
加
し
続
け

て
い
る
（
18
）

。
非
正
規
従
業
員
が
締
結
す
る
雇
用
契
約
は
、
反
復
継
続
し
て
結
果
的
に
長
期
化
し
て
も
、
契
約
期
間
自
体
は
有
期
、
短
期
で
あ

る
。
働
く
会
社
も
移
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
層
の
増
加
が
現
時
点
に
お
け
る
雇
用
の
流
動
化
の
実
態
か
も
し
れ
な
い
。
流
動
化
が
進
み
、

非
正
規
雇
用
が
増
加
す
れ
ば
長
期
継
続
雇
用
を
前
提
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
福
利
厚
生
と
は
異
な
る
理
念
、
考
え
方
を
と
る
企
業
が
増
え
る

し
、
導
入
・
実
施
さ
れ
る
制
度
・
施
策
も
従
前
と
は
違
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

3　

福
利
厚
生
の
見
直
し
と
変
化
の
方
向
性

⑴　

見
直
し
の
必
要
性

こ
れ
ま
で
み
た
と
お
り
、
各
企
業
で
実
施
し
て
い
る
福
利
厚
生
の
制
度
・
施
策
は
、
そ
こ
ま
で
必
要
な
の
か
と
思
う
ほ
ど
多
岐
に
わ
た

り
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
。
前
項
で
み
た
環
境
変
化
の
下
で
、
総
額
人
件
費
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
現
在
、
し
か
も
過
去
に
比
べ
れ
ば
明

ら
か
に
豊
か
に
な
っ
た
時
代
に
、
は
た
し
て
今
ま
で
の
よ
う
な
内
容
、
形
態
の
福
利
厚
生
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
福
利
厚
生
は
も
と
も
と
私
生
活
に
立
ち
入
る
側
面
が
あ
る
の
だ
が
、
趣
味
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
に
ま

で
企
業
が
関
与
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
。

し
か
も
従
業
員
の
価
値
観
が
変
化
、
多
様
化
し
て
い
る
今
日
、
画
一
的
な
給
付
方
法
に
妥
当
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
福
利
厚
生
は
本

一
〇
一
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当
に
従
業
員
に
働
き
が
い
、
や
り
が
い
を
与
え
て
モ
ラ
ー
ル
を
ア
ッ
プ
し
、
間
接
的
に
で
も
企
業
業
績
に
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
や
企
業
を
運
命
共
同
体
、
生
活
共
同
体
と
捉
え
て
、
丸
抱
え
型
の
福
利
厚
生
を
提
供
す
る
時
代
で
は
な
い
。
福
利

厚
生
の
今
日
的
な
存
在
意
義
を
根
本
的
に
検
討
し
、
個
々
の
制
度
・
施
策
ご
と
に
必
要
性
と
妥
当
性
を
吟
味
す
べ
き
と
き
に
来
て
い
る
。

福
利
厚
生
自
体
を
存
続
さ
せ
る
か
否
か
、
存
続
さ
せ
る
に
し
て
も
、
充
実
す
る
制
度
・
施
策
と
廃
止
、
縮
小
す
る
制
度
・
施
策
に
つ
い
て

取
捨
選
択
、
仕
訳
を
す
る
必
要
性
の
認
識
で
あ
る
。

⑵　

変
化
の
兆
し

現
在
、
福
利
厚
生
の
変
化
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
ハ
コ
も
の
か
ら
ヒ
ト
も
の
へ
」
と
い
う
ト
レ
ン
ド
で
あ
る
（
19
）

。
前
述
し
た

よ
う
に
、
資
産
価
値
が
減
少
し
維
持
費
が
か
か
る
ハ
コ
も
の
（
ハ
ー
ド
）
か
ら
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
は
じ
め
と
す
る
従
業
員
の
健
康
対

策
や
自
己
啓
発
援
助
な
ど
の
能
力
開
発
支
援
と
い
っ
た
ヒ
ト
も
の
（
ソ
フ
ト
）
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
。
明
治
安
田
生
活
福
祉
研
究
所
が

二
〇
〇
六
年
に
全
国
の
五
人
以
上
企
業
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
（
前
掲
・
注
10
参
照
）
で
は
、
企
業
が
廃
止
・
縮
小
し
た
い
福
利
厚
生
制

度
と
し
て
挙
げ
る
割
合
が
多
い
項
目
は
社
宅
（
12
・
0
％
）
が
一
位
で
独
身
寮
（
8
・
4
％
）
が
二
位
で
あ
る
（
複
数
回
答
。
以
下
同
）。
逆
に

企
業
が
新
設
・
拡
充
し
た
い
福
利
厚
生
制
度
は
、
一
位
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
（
21
・
3
％
）、
二
位
が
人
間
ド
ッ
ク
へ
の
費
用
補
助
（
19
・
9
％
）

で
あ
る
。
た
だ
し
従
業
員
が
拡
充
を
望
む
福
利
厚
生
と
し
て
は
、
健
康
・
医
療
関
係
を
あ
げ
る
の
は
企
業
側
と
同
じ
だ
が
、
依
然
と
し
て

住
宅
関
連
が
多
い
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
他
の
調
査
（
20
）

で
も
同
様
で
あ
り
、
企
業
と
従
業
員
の
福
利
厚
生
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
は
乖
離
し
て
い
る
。

さ
ら
に
根
本
的
な
見
直
し
策
と
し
て
、
福
利
厚
生
の
廃
止
あ
る
い
は
賃
金
化
を
行
う
企
業
が
あ
る
。
た
だ
、
廃
止
と
い
っ
て
も
単
純
に

一
〇
二
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カ
ッ
ト
す
る
の
で
は
な
く
、
旧
リ
ク
ル
ー
ト
社
の
場
合
は
そ
れ
ま
で
福
利
厚
生
に
使
っ
て
い
た
費
用
を
賞
与
や
成
果
給
の
原
資
に
回
し
、

自
己
啓
発
な
ど
の
費
用
は
拡
充
し
て
い
る
（
21
）

。
住
宅
補
助
、
保
養
施
設
な
ど
従
業
員
の
生
活
援
助
に
関
連
し
た
福
利
厚
生
を
廃
止
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
利
厚
生
を
廃
止
し
た
と
い
う
企
業
で
は
、
実
際
に
は
他
の
報
酬
に
転
換
し
て
い
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
し
、
家

族
手
当
を
福
利
厚
生
と
位
置
づ
け
て
廃
止
し
た
リ
ク
ル
ー
ト
の
よ
う
に
、
ど
の
項
目
を
福
利
厚
生
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
も
〝
廃
止
〞
の

実
態
は
異
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
退
職
金
と
併
せ
て
福
利
厚
生
を
賃
金
化
し
た
の
は
松
下
電
器
産
業
（
現
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
）
で
あ
る
（
22
）

。
退
職
金
現
金
給
付
コ
ー
ス

（
Ｂ
社
員
）
の
ほ
か
に
、
大
学
院
修
士
相
当
レ
ベ
ル
の
専
門
能
力
を
有
す
る
社
員
を
対
象
に
し
た
退
職
金
・
福
祉
現
金
給
付
コ
ー
ス
（
Ａ
社

員
）
を
設
定
し
て
い
る
。「
全
額
給
与
支
払
い
型
社
員
制
度
」
と
称
し
、
Ａ
社
員
を
選
択
す
る
と
賞
与
時
に
退
職
金
分
と
福
利
厚
生
分
を

支
給
す
る
。
も
っ
と
も
、
Ａ
社
員
を
選
択
し
て
も
慶
弔
制
度
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
補
助
、
施
設
利
用
な
ど
依
然
と
し
て
適
用
に
な
る
福

利
厚
生
制
度
・
施
策
は
残
っ
て
い
る
。
同
制
度
の
適
用
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
は
あ
く
ま
で
従
業
員
個
人
の
選
択
に
よ
り
、
従
前
ど
お
り

退
職
金
や
福
利
厚
生
の
受
給
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
両
社
と
も
、
廃
止
と
い
っ
て
も
残
る
福
利
厚
生
は
あ
る
わ
け
で
、
福
利
厚
生

の
限
定
化
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
。

福
利
厚
生
の
設
計
・
運
用
方
式
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
（
選
択
型
福
利
厚
生
制
度
）
で
あ
る
。
同
プ
ラ
ン

は
、
ま
ず
企
業
が
一
定
の
方
針
に
基
づ
い
て
体
系
的
な
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
の
メ
ニ
ュ
ー
を
設
定
す
る
。
従
業
員
に
は
毎
年
一
定
の
利

用
枠
（
持
ち
ポ
イ
ン
ト
）
を
付
与
し
、
そ
の
範
囲
内
で
従
業
員
自
身
が
必
要
と
考
え
る
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
（
制
度
・
施
策
に
よ
っ
て
必
要

ポ
イ
ン
ト
数
は
異
な
る
）
の
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
し
、
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
企
業
の
コ
ス
ト
対
策
と
従
業
員
側
の
個
別

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
福
利
厚
生
の
実
現
な
ど
を
目
的
に
、
大
手
の
企
業
で
導
入
さ
れ
て
い
る
（
23
）

。
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
の
福
利

一
〇
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厚
生
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
制
度
で
は
な
い
が
、
よ
り
賃
金
化
に
接
近
し
た
方
式
と
い
え
る
。
同
プ
ラ
ン
に
関
し
て
は
次
項
で
改
め
て
述

べ
る
。

福
利
厚
生
の
運
営
方
法
の
合
理
化
、
効
率
化
と
い
え
る
の
が
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
（
外
部
調
達
、
業
務
委
託
）
で
あ
る
。
福
利
厚
生
の
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
大
き
く
①
専
業
型
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
②
総
合
型
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
専
業
型
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
各
種
福
利
厚
生
の
制
度
、
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
専
業
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
サ
ー
に
業
務
運
営
と
管
理
を
委
託
す
る

方
法
で
あ
る
。
総
合
型
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
は
、
福
利
厚
生
全
体
の
運
営
・
管
理
を
委
託
す
る
。
総
合
型
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
サ
ー
は
、
自

前
の
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な
く
多
様
な
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
提
携
し
、
福
利
厚
生
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
提
供
す
る
。
前
述
し
た
カ
フ
ェ
テ

リ
ア
プ
ラ
ン
は
、
総
合
型
ア
ウ
ト
ソ
ー
サ
ー
に
委
託
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
単
に
内
部
業
務
が
軽
減

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
に
よ
る
福
利
厚
生
の
合
理
化
・
効
率
化
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
な
ど
が
期
待
で
き
る
。
ま

た
、
自
社
施
設
を
保
有
し
て
い
な
く
て
も
従
業
員
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
の
で
、
福
利
厚
生
の
「
所
有
か
ら
利
用
へ
」
の
転
換
に
も

な
る
（
24
）

。
た
だ
、
制
度
、
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
な
じ
む
も
の
と
自
社
運
営
に
な
じ
む
も
の
と
が
あ
る
。
慶

弔
、
文
体
レ
ク
な
ど
の
項
目
に
は
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
な
じ
ま
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
福
利
厚
生
の
変
化
を
ま
と
め
た
の
が
後
掲
図
表
13
│

⑴
で
あ
る
。

⑶　

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン

注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
実
施
率
は
高
く
な
い
の
が
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
（
選
択
型
福
利
厚
生
制
度
）
で
あ
る
。
大
企
業
を
対
象
に
し
た

前
掲
・
日
本
経
団
連
「
福
利
厚
生
費
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
度
の
実
施
企
業
は
、
回
答
六
七
九
社
の
う
ち
九
七
社
、
14
・
3
％

一
〇
四
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で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
度
は
三
〇
社
、
4
・
3
％
の
導
入
割
合
だ
っ
た
か
ら
こ
の
一
〇
年
で
三
倍
以
上
に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
こ
ろ
は

微
増
傾
向
で
あ
る
。
し
か
も
実
施
企
業
九
七
社
の
う
ち
、
五
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
が
五
一
社
（
52
・
6
％
）、
三
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
で
区

分
す
る
と
六
七
社
（
69
・
1
％
）
と
約
七
割
を
占
め
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
前
掲
・
明
治
安
田
生
活
福
祉
研
究
所
調
査
に
お
け
る
実
施
率

は
、
8
・
6
％
だ
っ
た
。
多
く
の
制
度
、
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
を
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
設
定
で
き
、
し
か
も
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
で
き

る
よ
う
な
、
あ
る
程
度
規
模
の
大
き
な
企
業
で
な
け
れ
ば
導
入
は
難
し
い
と
い
う
の
が
実
態
の
よ
う
で
あ
る
。

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
、
法
定
外
福
利
厚
生
と
し
て
の
医
療
費
の
膨
張
に
直
面
し
た
ア
メ
リ
カ
で
、
費
用
抑
制
を
主
な
目
的
と
し
て

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
一
九
九
五
年
に
初
め
て
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
導
入
し
（
25
）

、

そ
の
後
大
手
企
業
で
導
入
す
る
と
こ
ろ
が
増
加
し
、
現
在
の
導
入
率
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
、
福
利
厚

生
費
の
総
額
管
理
な
ど
コ
ス
ト
面
の
ほ
か
、
総
花
的
な
福
利
厚
生
か
ら
従
業
員
個
々
人
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
効
率
的
な
施
策
へ
の
転
換

を
目
的
に
し
て
い
る
。
福
利
厚
生
の
制
度
・
施
策
と
い
う
よ
り
は
、
福
利
厚
生
の
設
計
、
運
用
、
費
用
配
分
の
方
式
で
あ
る
。

福
利
厚
生
の
範
囲
と
枠
組
、
仕
組
み
や
税
制
が
異
な
る
わ
が
国
に
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
導
入
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
わ

が
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
の
全
部
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
象
に
な
ら
な
い
制
度
、
施
策
、
サ
ー
ビ
ス

も
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
業
務
・
通
勤
災
害
上
積
補
償
、
私
傷
病
補
償
、
慶
弔
金
、
災
害
見
舞
金
な
ど
は
予
め
従
業
員
が
選
択
す
る
方
式

の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
は
な
じ
ま
な
い
。
実
際
に
も
、
こ
う
い
っ
た
施
策
は
同
プ
ラ
ン
の
選
択
肢
か
ら
除
外
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
、
中
核
的
労
働
条
件
に
近
い
考
え
方
で
従
業
員
に
平
等
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
そ
れ
を
使
い
切
ろ
う
と
す

る
発
想
で
あ
る
。
コ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
面
か
ら
は
優
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
反
面
、
い
ま
ま
で
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
従
業

員
に
対
し
需
要
を
刺
激
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
で
も
、
多
様
化
し
た
従
業
員
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
メ
ニ
ュ
ー
を
そ
ろ
え
、
従
業
員
が

一
〇
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選
択
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
し
、
適
用
者
や
利
用
者
が
偏
り
、
公
平
性
の
点
で

問
題
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
福
利
厚
生
の
改
善
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
、
考
え

て
み
る
に
わ
が
国
の
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
は
、
適
用
条
件
を
満
た
し
た
人
を
対
象
に
す

る
も
の
で
、
も
と
も
と
従
業
員
に
よ
っ
て
不
平
等
が
生
じ
る
の
を
是
と
し
、
そ
れ
を
や
む

を
得
な
い
も
の
と
従
業
員
も
容
認
し
て
い
る
制
度
・
施
策
が
少
な
く
な
い
。
弔
慰
金
や
災

害
見
舞
金
を
も
ら
っ
た
同
僚
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
従
業
員
は
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
わ

が
国
の
従
来
か
ら
あ
っ
た
福
利
厚
生
と
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
理
念
が
異
な
る
。

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
導
入
す
る
と
、
毎
年
の
個
人
業
績
で
給
付
ポ
イ
ン
ト
に
差
を

付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
に
そ
う
し
て
い
る
パ
ソ
ナ
の
よ
う
な
企
業
も
あ
る
（
26
）

。
だ
が

福
利
厚
生
に
ま
で
個
人
業
績
に
応
じ
た
格
差
を
付
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は

限
り
な
く
狭
義
の
労
働
条
件
に
近
く
な
る
わ
け
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
慎
重
な
検
討
を

要
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
運
用
し
て
い
く
中
で
、
福
利
厚
生
制

度
・
施
策
の
選
別
、
再
編
が
可
能
に
な
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
自
己
啓
発
関

連
施
策
の
数
を
増
や
し
て
、
ポ
イ
ン
ト
単
価
も
有
利
に
す
る
な
ど
、
企
業
が
戦
略
的
に
選

択
を
誘
導
す
る
こ
と
や
、
随
時
メ
ニ
ュ
ー
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
多
く
の
従
業
員
が
選
択

し
た
施
策
を
充
実
し
て
利
用
度
の
低
い
施
策
は
整
理
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

導
入
で
き
る
企
業
は
限
ら
れ
て
く
る
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
修
正
し
な
が
ら
、
福
利

図表13　法定外福利厚生の変化とこれからの方向

⑴　変化

①　ハコもの（ハード）からヒトもの（ソフト）へ

②　廃止、賃金化

③　カフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）の導入

④　アウトソーシング（外部調達、業務委託）の活用

⑵　これからの方向

①　福利厚生の絞り込み、重点化

②　「自律支援型福利厚生」へ

③　副次的な「労働条件」、報酬であることの再確認
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厚
生
改
革
の
手
段
と
し
て
、
ま
た
戦
略
的
福
利
厚
生
の
手
段
と
し
て
、
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
導
入
を
検
討
す
る
価
値
は
あ
る
と
い
え

よ
う
。

五 　

わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の
福
利
厚
生
の
あ
り
方
│
む
す
び
に
か
え
て

1　

福
利
厚
生
廃
止
論
へ
の
疑
問

福
利
厚
生
、
こ
の
場
合
は
法
定
外
福
利
厚
生
の
あ
り
方
は
、
経
済
・
経
営
環
境
、
社
会
保
障
制
度
の
仕
組
み
や
整
備
状
況
、
従
業
員
の

選
好
な
ど
多
様
な
要
素
に
影
響
さ
れ
る
が
、
そ
の
集
約
さ
れ
た
も
の
が
福
利
厚
生
に
対
す
る
経
営
側
の
ポ
リ
シ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日

に
お
け
る
企
業
の
福
利
厚
生
ポ
リ
シ
ー
の
一
つ
は
前
述
し
た
「
ハ
コ
も
の
か
ら
ヒ
ト
も
の
」
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
り
、「
所
有
か
ら
利
用
」

へ
の
転
換
で
あ
る
。
ま
た
、
法
定
外
福
利
厚
生
改
革
の
窮
極
は
廃
止
、
賃
金
化
で
あ
る
。

豊
か
な
社
会
に
な
り
、
社
会
保
障
制
度
が
整
備
さ
れ
た
今
日
、
企
業
が
提
供
す
る
福
利
厚
生
サ
ー
ビ
ス
は
時
代
の
使
命
を
ほ
ぼ
終
え
た

と
し
て
、
福
利
厚
生
の
終
焉
、
廃
止
を
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。
法
定
外
福
利
厚
生
費
は
賃
金
化
し
て
、
福
利
厚
生
を
企
業
が
提
供
す
る

の
で
は
な
く
、
賃
金
を
原
資
と
し
て
労
働
者
に
選
択
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
27
）

。

基
本
的
な
認
識
や
考
え
方
は
筆
者
も
理
解
で
き
る
。
福
利
厚
生
が
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
大
部
分
は
、
中
核
的
労
働
条
件
で
あ
る

賃
金
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
主
体
的
な
選
択
に
任
せ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
福
利
厚
生
の
廃
止

も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
（
法
定
外
）
福
利
厚
生
の
全
面
的
廃
止
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
前
述
し
た
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
よ

う
に
賃
金
化
し
た
部
分
が
明
確
で
、
賞
与
時
に
見
え
る
形
で
支
給
す
る
場
合
は
よ
い
が
、
福
利
厚
生
を
廃
止
し
て
も
企
業
が
必
ず
賃
金
化

す
る
保
証
は
な
い
し
、
あ
る
時
点
で
月
例
賃
金
の
上
積
み
の
形
で
賃
金
化
し
て
も
、
そ
の
後
の
賃
上
げ
、
賃
金
運
用
で
溶
け
込
ん
で
消
え

一
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て
し
ま
う
ケ
ー
ス
は
、
退
職
金
の
廃
止
・
賃
金
化
の
と
き
に
も
現
実
に
存
在
し
た
。
も
と
も
と
福
利
厚
生
が
無
い
に
等
し
い
小
・
零
細
企

業
は
賃
金
化
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。

そ
れ
に
、
中
核
的
労
働
条
件
の
改
善
だ
け
で
は
難
し
い
経
済
生
活
の
安
定
や
心
身
の
健
康
保
持
・
増
進
を
、
福
利
厚
生
に
よ
っ
て
充
足

す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
（
28
）

。
能
力
や
職
務
、
業
績
に
よ
っ
て
格
差
の
あ
る
賃
金
で
は
な
く
、
従
業
員
と
し
て
の

地
位
が
あ
っ
て
条
件
を
満
た
せ
ば
ほ
ぼ
平
等
に
給
付
を
受
け
ら
れ
る
福
利
厚
生
な
ら
で
は
の
効
用
が
あ
る
。
ま
た
、
企
業
が
介
在
す
る
こ

と
で
個
人
で
は
得
ら
れ
な
い
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。
個
人
で
は
不
足
す
る
福
利
厚
生
の
施
策
、
サ
ー

ビ
ス
を
活
用
す
る
知
識
や
情
報
を
企
業
が
提
供
で
き
る
場
面
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
福
利
厚
生
に
は
通
達
に
よ
っ
て
非
課
税
扱
い
の
項
目
が

少
な
く
な
い
。
そ
れ
自
体
は
租
税
法
律
主
義
、
租
税
公
平
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
（
29
）

が
あ
り
、
税
収
が
減
る
こ
と
か
ら
問
題
視
さ
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
状
で
非
課
税
だ
っ
た
も
の
が
賃
金
化
す
れ
ば
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ま
ま
で
福
利
厚

生
が
担
っ
て
き
た
役
割
や
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
る
と
、
全
く
の
自
助
努
力
に
任
せ
る
に
は
限
界
が
あ
り
か
つ
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
こ
で

現
実
的
な
選
択
肢
は
、
福
利
厚
生
を
存
続
さ
せ
る
と
し
て
も
そ
の
対
象
と
な
る
制
度
・
施
策
を
絞
り
込
み
、
重
点
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

2　

こ
れ
か
ら
の
法
定
外
福
利
厚
生
（
前
掲
図
表
13
│

⑵
）

①　

継
続
さ
せ
、
拡
充
す
る
福
利
厚
生
と
廃
止
・
縮
小
す
る
福
利
厚
生
の
仕
訳

今
後
存
続
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
拡
充
す
べ
き
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
は
、「
三
│
1
│
⑶
」
で
述
べ
た
使
用
者
責
任
あ
る
い
は

経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
で
あ
る
。
今
後
と
も
存
続
す
べ
き
具
体
的
制
度
・
施
策
は
、
た
と
え
ば
健
康
維
持
・
増
進
策
、
母
性
健
康

管
理
、
業
務
・
通
勤
災
害
（
法
定
外
）
上
積
補
償
、
私
傷
病
補
償
、
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
、
使
用
者
責
任
に
基
づ
く
福
利

一
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厚
生
に
分
類
さ
れ
る
施
策
で
あ
る
。
拡
充
す
べ
き
制
度
・
施
策
は
、
た
と
え
ば
疾
病
予
防
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
心
身
の
健
康
相

談
・
指
導
な
ど
の
医
療
・
健
康
施
策
、
育
児
・
介
護
な
ど
の
両
立
支
援
施
策
、
自
己
啓
発
援
助
、
資
格
取
得
援
助
な
ど
の
能
力
向
上
施
策

で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
経
営
戦
略
に
基
づ
く
福
利
厚
生
の
領
域
で
あ
る
。
た
だ
、
存
続
あ
る
い
は
拡
充
す
る
制
度
・
施
策
は
厳
選

し
、
総
花
的
に
な
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
今
後
は
廃
止
、
縮
小
す
べ
き
制
度
・
施
策
と
し
て
は
、
社
有
社
宅
・
独
身
寮
、
体
育
・
娯
楽
施
設
、
直
営
保
養
所
、
社
員
旅
行
、

社
内
運
動
会
、
永
年
勤
続
表
彰
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
福
利
厚
生
が
多
い
。
前
述
し
た
と
お
り
企
業
も
ハ
コ

も
の
は
廃
止
・
縮
小
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
企
業
と
従
業
員
の
福
利
厚
生
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
「
四
│
3
│

⑵
」
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

も
と
も
と
労
働
費
用
に
占
め
る
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
金
額
と
割
合
は
少
な
い
が
、
さ
ら
に
福
利
厚
生
の
予
算
自
体
を
抑
制
し
、
余
力

が
あ
る
な
ら
狭
義
の
労
働
条
件
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
少
な
い
原
資
を
ど
の
制
度
、
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
に
ど
う
重
点
的
、
効

率
的
に
配
分
す
る
か
は
、
結
局
、
企
業
（
と
労
働
組
合
な
ど
従
業
員
）
の
価
値
観
や
ポ
リ
シ
ー
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

②　

自
律
支
援
型
福
利
厚
生

こ
れ
か
ら
の
福
利
厚
生
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
福
利
厚
生
で
扱
っ
て
き
た
施
策
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
企
業
主
導
で
直
接
か
か
わ

る
領
域
、
部
分
を
縮
小
し
て
、
原
則
と
し
て
従
業
員
の
自
助
努
力
に
委
ね
る
べ
き
部
分
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
。
自
己
責
任
領
域
の
拡
大

と
し
て
は
、
特
定
の
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
制
度
・
施
策
の
う
ち
限
定
さ
れ
た
部
分
だ
け
企
業
が
か
か
わ
る
形
が
あ

る
。
福
利
厚
生
の
領
域
に
お
い
て
自
立
し
自
律
す
る
従
業
員
を
、
情
報
提
供
、
相
談
、
指
導
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
そ
し
て
費
用
に
つ
い

て
、
企
業
が
側
面
か
ら
支
援
す
る
「
自
律
支
援
型
福
利
厚
生
」
へ
の
転
換
が
こ
れ
か
ら
の
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
今
後
は
、
福
利
厚
生
に

一
〇
九
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よ
る
企
業
帰
属
意
識
の
醸
成
や
、
や
る
気
の
高
揚
を
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
仕
事
そ
の
も
の
と
主
た
る
労
働
条
件
で
Ｅ
Ｓ
（E

m
ployee 

S
atisfaction

＝
従
業
員
満
足
）
を
満
た
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

中
小
・
零
細
企
業
の
福
利
厚
生
の
あ
り
方

こ
れ
か
ら
の
福
利
厚
生
に
関
し
て
、
一
般
論
と
し
て
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
場
合
、
中
小
・
零
細
企
業
の
福
利
厚
生
は
ど
う
あ

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
中
小
・
零
細
企
業
の
福
利
厚
生
は
手
薄
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
従
来
か
ら
惰
性
で
存
続
さ
せ
て
き
た
制
度
、

施
策
が
あ
る
。
こ
の
際
、
必
要
性
の
少
な
い
制
度
・
施
策
は
廃
止
し
、
で
き
る
だ
け
公
的
機
関
や
業
界
団
体
の
施
設
制
度
、
施
策
を
活
用

し
、
可
能
な
も
の
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
。
た
と
え
ば
、
厚
生
労
働
省
の
支
援
で
市
区
町
村
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
「
中

小
企
業
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
」
に
入
会
す
る
方
法
も
あ
る
。

中
小
・
零
細
企
業
の
場
合
、
福
利
厚
生
に
費
用
を
か
け
る
前
に
、
ま
ず
賃
金
・
労
働
条
件
な
ど
の
中
核
的
労
働
条
件
を
充
実
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
自
社
で
実
施
す
る
福
利
厚
生
は
中
堅
・
大
企
業
よ
り
さ
ら
に
厳
選
し
、
福
利
費
を
傾
斜
配
分
し
、
重
点
化
を
徹
底
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
ど
の
制
度
、
施
策
を
廃
止
す
る
か
、
ど
の
施
策
に
重
点
を
置
く
か
は
、
各
企
業
の
実
態
と
ポ
リ
シ
ー
に
よ
る
の
は
前
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

④　

福
利
厚
生
は
副
次
的
「
労
働
条
件
」、
報
酬
で
あ
る

法
定
外
福
利
厚
生
は
、
副
次
的
労
働
条
件
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
「
労
働
条
件
」
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、

社
会
保
障
を
補
完
す
る
福
祉
と
い
う
側
面
よ
り
、
二
次
的
な
労
働
条
件
、
報
酬
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
こ
れ
か
ら
は
強
く
認
識
す
べ
き
で

あ
る
。
労
働
条
件
で
あ
れ
ば
、
企
業
の
支
払
い
能
力
と
報
酬
ポ
リ
シ
ー
が
、
導
入
す
る
制
度
・
施
策
の
種
類
、
数
、
質
、
水
準
を
規
定
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
中
核
的
労
働
条
件
で
あ
る
賃
金
等
の
報
酬
と
同
様
に
、
規
模
格
差
や
企
業
格
差
は
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
。
労
働
条

一
一
〇
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件
で
あ
る
以
上
、
法
定
外
福
利
厚
生
に
各
種
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
割
り
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
福
祉
的
な
面
の
平
等

性
は
公
的
な
社
会
保
障
、
社
会
福
祉
に
委
ね
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

（
1
） 

田
中　
明
『
企
業
福
祉
論
』（
北
大
路
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
藤
田
至
孝
『
二
一
世
紀
に
向
け
て　
新
し
い
人
事
・
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
⑤
│
企

業
福
祉
│
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
一
九
九
八
年
）、
二
神
恭
一
編
著
『
企
業
と
人
材
・
人
的
資
源
管
理
（
現
代
経
営
学
講
座
8
）』（
八
千
代
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
）
二
四
六
頁
（
土
田
武
史
・
執
筆
）、
鈴
木　
滋
『
エ
ッ
セ
ン
ス
人
事
労
務
管
理
』（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
五
九
頁
以
下

参
照
。

（
2
） 

藤
田
・
同
上
書
二
〇
頁
、
二
神
・
同
上
書
二
四
七
頁
、
佐
藤
正
男
『
経
営
人
事
管
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
四
頁
。

（
3
） 

『
経
営
学
大
辞
典　

第
二
版
』（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
九
年
）
八
二
〇
頁
（
伊
藤
健
市
・
執
筆
）。

（
4
） 

藤
田
・
前
掲
書
一
頁
。

（
5
） 

用
語
や
表
現
は
若
干
異
な
る
が
、
二
神
・
前
掲
書
二
四
六
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
一
五
九
頁
、
今
野
浩
一
郎
・
佐
藤
博
樹
『
人
事
管
理
入
門
（
第

2
版
）』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
〇
頁
、
澤
田　
幹
（
他
）
編
著
『
明
日
を
生
き
る
人
的
資
源
管
理
入
門
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
三
頁
（
佐
藤
健
司
・
執
筆
）
な
ど
も
ほ
ぼ
同
様
の
簡
潔
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
。

（
6
） 

産
労
総
合
研
究
所
編
『
日
英　
人
事
・
賃
金
用
語
辞
典
』（
経
営
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
四
頁
│
一
四
五
頁
。

（
7
） 

谷
田
部
光
一
『
専
門
・
プ
ロ
人
材
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
桜
門
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
五
〇
頁
。

（
8
） 

二
神
・
前
掲
書
二
四
六
頁
│
二
四
七
頁
。

（
9
） 

福
利
厚
生
の
簡
潔
な
歴
史
的
経
緯
は
、
鈴
木
・
前
掲
書
一
六
〇
頁
│
一
六
二
頁
、
二
神
・
前
掲
書
二
四
八
頁
│
二
五
一
頁
が
参
考
に
な
る
。
こ

の
部
分
の
記
述
は
こ
れ
ら
の
文
献
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
藤
田
至
孝
『
職
域
福
祉
』（
日
本
労
働
研
究
機
構
、
二
〇
〇
三
年
）
八
七
頁
│
一
〇
五
頁

は
、
や
や
詳
し
く
福
利
厚
生
の
歴
史
的
な
生
成
、
発
展
、
変
化
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
、
二
村
一
夫
訳
『
日
本
労
使
関

係
史
一
八
五
三
│
二
〇
一
〇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
労
使
関
係
史
の
要
素
と
し
て
福
利
厚
生
（
制
度
）
の
歴
史
的
展
開
を
織
り
込
ん

一
一
一
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で
論
じ
て
い
る
。

（
10
） 

た
と
え
ば
、
明
治
安
田
生
活
福
祉
研
究
所
『
福
利
厚
生
施
策
の
新
た
な
方
向
性
〜
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
運
営
を
目
指
し
て
〜
』（
二
〇
〇
八

年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
調
査
の
選
択
肢
な
ど
で
あ
る
。

（
11
） 
た
と
え
ば
こ
れ
ま
で
の（
注
）に
挙
げ
た
文
献
な
ど
で
あ
る
。

（
12
） 

厚
生
年
金
保
険
、
健
康
保
険
、
介
護
保
険
な
ど
を
「
狭
義
の
社
会
保
険
」、
雇
用
保
険
と
労
働
者
災
害
補
償
保
険
を
「
労
働
保
険
」
と
し
て
区
別

し
、
両
者
を
包
含
し
た
概
念
を
「
広
義
の
社
会
保
険
」
と
称
す
る
。
た
だ
、
単
に
社
会
保
険
と
い
え
ば
、
通
常
は
広
義
の
社
会
保
険
の
こ
と
を
指
す
。

（
13
） 

西
久
保
浩
二
は
、
企
業
戦
略
へ
の
貢
献
（
可
能
性
）
と
い
う
意
味
で
「
戦
略
的
福
利
厚
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
人
材
へ
の
投
資
と
し
て
の

福
利
厚
生
を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、
西
久
保
浩
二
『
戦
略
的
福
利
厚
生
│
経
営
的
効
果
と
そ
の
戦
略
貢
献
性
の
検
証
│
』（
社
会
経
済
生
産
性
本

部
生
産
性
労
働
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
戦
略
的
福
利
厚
生
の
新
展
開
│
人
材
投
資
と
し
て
の
福
利
厚
生
、
そ
の
本
質
と
管
理
│
』

（
日
本
生
産
性
本
部
生
産
性
労
働
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
）。

（
14
） 

藤
田
・
前
掲
『
二
一
世
紀
に
向
け
て　
新
し
い
人
事
・
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
⑤
│
企
業
福
祉
│
』
七
〇
頁
、
二
神
・
前
掲
書
二
五
四
頁
参
照
。

（
15
） 

藤
田
・
同
上
書
七
〇
頁
参
照
。

（
16
） 

藤
田
・
同
上
書
八
八
頁
│
九
四
頁
、
藤
田
・
前
掲
『
職
域
福
祉
』
参
照
。

（
17
） 

厚
生
労
働
省
「
雇
用
動
向
調
査
」
に
よ
っ
て
労
働
移
動
率
の
推
移
を
み
る
と
、
一
般
労
働
者
の
年
間
労
働
移
動
率
は
一
九
九
二
年
26
・
6
％
、

二
〇
〇
二
年
25
・
7
％
、
二
〇
一
二
年
22
・
8
％
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
労
働
者
の
転
職
入
職
率
は
九
二
年
8
・
2
％
、
〇
二
年
7
・
6
％
、
一
二
年

7
・
7
％
で
あ
っ
た
。
同
じ
厚
生
労
働
省
の
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に
よ
る
月
間
平
均
労
働
異
動
率
（
入
職
率
＋
離
職
率
。
た
だ
し
、
同
一
企
業

内
の
事
業
所
間
異
動
も
含
む
）
は
、
パ
ー
ト
も
含
む
常
用
労
働
者
で
、
九
二
年
3
・
96
％
、
〇
二
年
4
・
34
％
、
一
二
年
4
・
07
％
、
一
三
年
4
・
11
％

で
あ
る
。
二
つ
の
調
査
と
も
、
労
働
移
動
（
異
動
）
率
は
取
り
上
げ
た
年
以
外
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
か
、
む
し
ろ
微
減
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
か
ら
、
一
般
労
働
者
の
平
均
勤
続
年
数
を
み
る
と
、
九
二
年
10
・
9
年
、
〇
二
年
12
・
1
年
、

一
二
年
11
・
8
年
、
一
三
年
11
・
9
年
と
、
こ
こ
一
〇
年
は
延
び
て
い
な
い
も
の
の
二
〇
年
前
よ
り
は
長
く
な
っ
て
い
る
。

（
18
） 

総
務
省
統
計
局
「
二
〇
一
三
年
平
均
労
働
力
調
査
（
速
報
）」
の
基
本
集
計
、
詳
細
集
計
と
も
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約

一
一
二
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社
員
、
嘱
託
な
ど
の
非
正
規
従
業
員
が
、
役
員
を
除
く
雇
用
者
に
占
め
る
割
合
は
36
・
6
％
で
あ
っ
た
。

（
19
） 

西
久
保
・
前
掲
『
戦
略
的
福
利
厚
生
│
経
営
的
効
果
と
そ
の
戦
略
貢
献
性
の
検
証
│
』
一
一
頁
│
一
三
頁
。

（
20
） 
た
と
え
ば
、
西
久
保
・
同
上
書
一
八
頁
│
一
九
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
「
企
業
の
福
利
厚
生
制
度
に
関
す
る
調
査

（
二
〇
〇
二
年
）」
参
照
。

（
21
） 

西
久
保
・
同
上
書
の
四
一
頁
以
下
に
、
一
九
九
九
年
末
ま
で
に
福
利
厚
生
を
廃
止
す
る
計
画
段
階
で
の
旧
・
株
式
会
社
リ
ク
ル
ー
ト
の
事
例
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

松
下
電
器
産
業
株
式
会
社
（
現
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
株
式
会
社
）
で
は
一
九
九
八
年
に
選
択
型
の
「
全
額
給
与
支
払
い
型
社
員
制
度
」
を
導
入
し
た
。

同
制
度
の
概
要
は
、『
労
政
時
報
』
第
三
三
五
六
号
（
労
務
行
政
研
究
所
）、
西
久
保
・
同
上
書
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
23
） 

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
関
し
て
は
、
可
児
俊
信
『
福
利
厚
生
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
理
論
と
活
用
』（
労
務
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
）、
藤

田
・
前
掲
『
二
一
世
紀
に
向
け
て　
新
し
い
人
事
・
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
⑤
│
企
業
福
祉
│
』
第
六
章
、
西
久
保
・
同
上
書
二
八
七
頁
│
三
一
六
頁
、

西
久
保
・
前
掲
『
戦
略
的
福
利
厚
生
の
新
展
開
│
人
材
投
資
と
し
て
の
福
利
厚
生
、
そ
の
本
質
と
管
理
│
』
六
四
頁
│
七
三
頁
、
西
久
保
浩
二
「
カ

フ
ェ
テ
リ
ア
・
プ
ラ
ン
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
六
〇
九
号
、
二
〇
一
一
年
）
四
六
頁
│
四
九
九
頁
参
照
。

（
24
） 

福
利
厚
生
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
可
児
・
同
上
書
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
西
久
保
・
前
掲
『
戦
略
的
福
利
厚
生
│
経
営
的
効

果
と
そ
の
戦
略
貢
献
性
の
検
証
│
』
三
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 

株
式
会
社
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
関
し
て
は
、
西
久
保
・
前
掲
『
戦
略
的
福
利
厚
生
の
新
展
開
│
人
材
投

資
と
し
て
の
福
利
厚
生
、
そ
の
本
質
と
管
理
│
』
一
七
九
頁
│
一
九
九
頁
、
藤
田
・
前
掲
『
二
一
世
紀
に
向
け
て　
新
し
い
人
事
・
労
務
管
理
シ
ス

テ
ム
⑤
│
企
業
福
祉
│
』
二
五
五
│
二
六
五
頁
参
照
。
同
社
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
随
時
改
定
し
て
お
り
、
ま
た
ベ
ネ
ッ
セ
グ
ル
ー
プ
全
体
に

適
用
さ
れ
て
い
る
。

（
26
） 

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、『
労
政
時
報
』
第
三
四
四
八
号
参
照
。

（
27
） 

橘
木
俊
詔
・
金
子
能
宏
編
著
『
企
業
福
祉
の
制
度
改
革
│
多
様
な
働
き
方
に
向
け
て
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
二
頁
│
三
三

頁
、
橘
木
俊
詔
『
企
業
福
祉
の
終
焉
│
格
差
の
時
代
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
』（
中
央
公
論
新
社
・
中
公
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）。

一
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
一
一
四
）

（
28
） 

桐
木
逸
朗
『
中
小
企
業
の
福
利
厚
生
』（
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
五
年
）
一
一
頁
。

（
29
） 

村
越
未
知
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
の
強
化
に
関
す
る
一
考
察
」（『
会
計
検
査
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
二
〇
三
頁
│

二
一
七
頁
、
山
内
直
人
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
の
経
済
分
析
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
二
九
号
、
一
九
九
五
年
）
二
六
頁
│

三
七
頁
。

一
一
四


